
した上で,労働契約の変更の効力を争うことができるようにすることが必要

でありlこれは1今後,個別申な人事管理の増大に伴い1就業規則変更法理
では対応できないケ-スが増えてくると,解雇という社会的コストを避ける

妥当な解決策となり得るという意見があったo

実際に,使用者が経営上の必要から労働契約の変更を求めるととは日常的

に行われておりlこれに応じない労働者に対して解雇く場合によっては懲戒

解雇1.がなされた事例も多いo このような現状く事後的に救済される可能性

があるとはいえ,労働者にく懲戒1解雇の危険を負わせてVlるなゼう に対し

ては1何らかの有効適功な方策を検討することがし解雇という社会的コスト

の低減の観点から必要であろう.

この酪労働者が革用を維持した上で労働契節の変更の効力を争うことが

できる.ようにするためOl方策としてはl使用者が労働契約の変更を提案する

際に,労働者が労働爽約の変更について異議をとギめて泉諾しつつ,事後的
に労働契約の変更の効力を争うことpを可能にするような制度を設けること

のほか1そもそも使用者に変更権を認め,これを行嘩せずに労働契約の褒更

の提案と解雇をした場合には単に解窟として改いl提案された労働契豹の変
更の合壇性は解雇の効カの判断に絡めないこととするなどの方法があると

の意見があったo

ヒアリシグに由し,こても,労働者が使用者からの労働契約の変更の提案に応

じない場合に解雇につながるということは間題であるが.1解雇につながらな

いル-ル設定であれば意義があり得るとの意見があった.

く21検討の方向

いずれにしても1労働者が雇用を維嘩した上で労働契約の変更の効力を争
う三とができるようにするための制度を設けることの意義はあると思われ

る.しかし,仮に労働契約の変更の効力を争う制度を設けた場合に.労働者

に有利になるのか,それとも使用者側に使いやすい手段になるのかが閏題で

あるとの意見もあり1制度を設けたことが安易な解雇や安易な労働条件の引

下げにつながることのないよう-労働者の保護に十分に留意する必要があるo

そこでlこのような労働契約の変更の必要が生じた場合に1労働者が雇用

を推持した上で労働契準の変更の合理性を争うことを可能にするような制

度く雇用継続型契約変更制度Jを設けることが適当であるo.

このような制度にっblては-労働者に不利益をもたらさないためには安易

な変更は認めないこ-ととし1やむを得ない場合でも就業規則の変貫法理で対

応すれば足りるとの指播や,労働者に捷訴を強いるかl労働者が解雇を恐れ

て労働契約の変更を受け入れざるを得な.くなるかであって-結嵐使用者に

のみ利益を与えるとの指摘があるo
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